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男女共同参画会議 関係法令抜粋 

 

○  男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）（抄）  

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条  内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（組織） 

第二十三条  会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長）   

第二十四条  議長は、内閣官房長官をもって充てる。   

２  議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条  議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一  内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二  男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２  前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはなら

ない。 

３  第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員

の総数の十分の四未満であってはならない。 

４  第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条  前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２  前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

 

○  男女共同参画会議令（平成 12 年政令第 259 号）（抄）  

（専門委員） 

第一条 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、男女共同参画

会議（以下「会議」という。）の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。 

２  専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する。 

３  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解

任されるものとする。 

４  専門委員は、非常勤とする。 

（専門調査会） 

第二条 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。  

２  専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長

は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することが

できる。 

３  専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 
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第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定）（抄） 

 

Ⅳ  推進体制の整備・強化  

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

２  男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進 

（１）施策の基本的方向  

〇  政策の立案から実施までの各プロセスに男女共同参画の視点を取り込み、ジェン

ダー予算の考え方も考慮しつつ、広範かつ多岐にわたる課題に対応した施策の充

実・強化を図る。また、男女共同参画会議における監視・影響調査等の機能を十分

に活用し、実効性を高める。 

（２）具体的な取組 

①  男女共同参画会議において、５次計画の進捗状況を毎年度の予算編成等を通じて

検証する。また、５次計画の実効性を高めるために集中的に議論すべき課題や新た

な課題について調査審議を行う。加えて、５次計画の成果目標の達成状況につい

て、 EBPM の観点を踏まえ、中間年にフォローアップ及び点検・評価を実施する。

その結果も参照しながら、必要に応じ内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見を

述べるなど、更なる取組を促す。【内閣府、関係府省】 

②  男女共同参画会議の意見を踏まえ、毎年６月を目途に女性活躍加速のための重点

方針を決定し、各府省の概算要求に反映させる。【内閣官房、内閣府、全府省】 


